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赤色線 令和７年度の施工範囲

※令和７年度の工事期間中の１０月から３月（農閑期）は通行止めとなる。

※令和８年度から令和１０年度の４月から９月（農繁期）は工事を実施しな

いため、一般車両は現状の市道、工事車両は盛土部分を通行する。

※令和８年度から令和１０年度の１０月から３月（農閑期）にA区間及びB区間

の盛土・舗設等工事、交差点改良工事、施設入口整備を実施する。その際は、

一般車両と工事車両は、一部片側交互通行となる。

※盛土部分及び橋は総重量２５ｔ未満であれば、通行が可能である。

※今回提示する計画は予定のため、変更となる場合がある。

対面的対話の結果 添付資料２ アクセス道路整備工事概要


